
平成２０年度 第３回（平成２０年１０月１０日）図書館運営協議会会議要旨 

   

１．出席者 

運営協議会委員（８名） 

三輪会長・矢口委員・宮内委員・武田委員・田邉委員・小野委員・髙橋委員・

峯村委員 

 

図書館側委員（４名） 

小栁中央図書館長・関根奉仕係長・柴奉仕係主査・池田戸山図書館長 

 

図書館事務局 

佐藤雅英副館長・佐藤公彦企画調整主査・宮下主任主事 

 

２．場所 中央図書館４階大会議室 

 

３．内容 

 

（１）会長挨拶 

 

（２）委員の出欠について 

 

（３）図書館運営協議会について 

 

（４）議題 ｛報告事項｝ 

 

「新宿区立戸山・北新宿・中町図書館の指定管理者となるべき候補団体の選定」

について 

 

 「新宿区教育ビジョン素案の概要」について 

 

 「新宿区立中央図書館視聴覚室所蔵 LPレコードの貸出」について 

 

４．報告事項についての説明（事務局） 

 

 平成２０年度からの実行計画に基づき、２１年度から２３年度までの３年間

で地域館８館に指定管理者制度を導入します。２１年度は戸山・北新宿・中町



の３館、２２年度は四谷・角筈・大久保の３館、２３年度は鶴巻・西落合の２

館の順で導入していきます。本日は２１年度に導入する図書館分です。 

 

 「新宿区立戸山・北新宿・中町図書館の指定管理者となるべき候補団体の選

定」についての説明です 

 

 指定管理者となるべき候補団体としては戸山図書館は株式会社図書館流通セ

ンターで、所在地は東京都文京区大塚三丁目４番７号です。 

 北新宿図書館は紀伊国屋書店・大新東ヒューマンサービス共同事業体で、所

在地は東京都目黒区下目黒三丁目７番１０号です。 

 中町図書館は戸山図書館の同じく、株式会社図書館流通センターで、所在地

は東京都文京区大塚三丁目４番７号です。 

 指定理由は、新宿区戸山・北新宿・中町図書館の指定管理者になるべき団体

の候補団体選定委員会において、当該各図書館の指定管理者として最も評価の

高い団体として選定されたためです。 

 

 選定経過としましては、 

 （１）募集期間 平成２０年７月１１日～８月１２日 

 （２）募集周知期間及び方法として 

  ① 区ホームページ、図書館ホームページ掲載 

   平成２０年７月１１日～８月１２日 

  ② 区広報掲載 平成２０年７月１５日号で実施した。 

 （３）申請予定団体説明会を平成２０年７月１８日に中央図書館で実施した。 

 （４）施設見学会を 

 中町図書館は平成２０年７月２３日実施 参加団体 ２２団体 

 北新宿図書館は平成２０年７月２５日実施 参加団体 １５団体 

 戸山図書館は平成２０年７月２５日実施 参加団体 １６団体 

 （５）指定管理者指定申請書提出団体は以下のとおり 

   戸山図書館５団体、北新宿図書館７団体、中町図書館７団体 

 （６）選定委員会 

   ①選定委員は学識経験者２名（糸賀 雅児、熊谷 弘志）、地域関係団

体代表４名（飯島 泰文、田邊 一枝、川見 智香子、中村 廣子）、公認会

計士１名（鵜川 正樹）、教育委員会職員（教育委員会次長 渡部 優子、中

央図書館長 小栁 俊彦） 

     上記のうち教育委員会次長 渡部優子については、自分が理事を勤め

る団体が申請書を提出したため、平成２０年８月１３日を持って解任した。 



 

②選定委員会日程は次のとおり 

 第１回選定委員会 平成２０年７月５日 

  審査項目、審査基準、採点基準の決定 

 

 第２回選定委員会 平成２０年８月２５日 

   第一次審査（書類選考） 

 

 第３回選定委員会 平成２０年８月２９日 

   第二次審査（公開プレゼンテーション 午前戸山、午後北新宿） 

 

 第４回選定委員会 平成２０年９月１日 

  第二次審査（午前中町公開プレゼンテーション、午後選定会議） 

 

 選考結果として、指定管理者となるべき候補団体として、下記のとおり指定

図書館ごとに選定した。 

 

（１）戸山図書館 

 株式会社図書館流通センターは、第一次審査では過半数の項目で高い評価を

得ており、特に「新宿区立図書館が目指す『地域や区民にとって役に立つ図書

館』サービスの提案」における専門家による生活支援の実施、「新宿区調べる

学習賞コンクール」の実施、点字図書館との連携が評価された。また、「収支

計画及び経費縮減の考え方」「申請団体の財務体質及び事業実績」、「指定管

理者に求め る新しい図書館サービス」における区立小中学校への支援スタッフ

派遣についても優れていると評価され、サービス向上と経費縮減を図るととも

に安定した運営が可能であると判断され、最終的に選定された。 

 

（２）北新宿図書館 

 

 紀伊國屋書店・大新東ヒューマンサービス共同事業体は、第一次審査で満遍

なく高い評価を得ており、特に、「収支計画及び経費縮減の考え方」、「人員

配置計画」で最も高い評価を得た。第二次審査でも平均的に高得点であり、「指

定管理者に求める新しい図書館サービス」の書店とのブックフェア同時開催や

“かかりつけ図書館サービス”の実施も高く評価された。中でも、第二次審査

では「新宿区立図書館が目指す『地域や区民にとって役に立つ図書館』サービ

スの提案」における蔵書の充実、レファレンスセンターの設置、問題解決型レ



ファレンスサービスの展開が最も高く評価された。第一次審査では運営の安定

面、第二次審査では図書館サービスの充実面が優れていると判断され、最終的

に選定された。 

 

（３）中町図書館 

 株式会社図書館流通センターは、第一次審査では平均的に高い評価を得てお

り、「財務体質及び事業実績」では最も高く評価されている。第二次審査のプ

レゼンテーションでは、「指定管理者に求める新しい図書館サービス」におけ

る区立小中学校への支援スタッフ派遣や、学校図書館の電算化が高く評価され

た。第一次審査では運営の安定面、第二次審査では図書館サービスの充実面が

優れていると判断され、最終的に選定された。 

 

 今後の日程は、平成２０年１２月上旬（予定） 第４回定例区議会での指定

管理者の指定の議決を経て指定管理者の指定と基本協定・年度協定締結を行い、    

平成２１年４月１日指定管理者による業務開始 

 

【会長】 

 指定管理者制度の説明は以上ですが、ご質問のある方はどうぞ。 

 

【運協委員】 

 申請状況として、戸山５団体・北新宿７団体・中町７団体とあるが、３館を

全部を申請した団体は 

 

【事務局】 

 ２団体です。 

 

【運協委員】 

 図書館流通センターは実績があるが、紀伊国屋と大新東の共同体の実績は 

 

【事務局】 

 大学図書館での実績は十分にあるが、公立図書館の実績はあまりない、しか

し大新東は公立図書館の実績は豊富です。 

 

【運協委員】 

 選に漏れたところどんな団体か。 

 



【事務局】 

 プレゼンテーションの参加団体には、生涯学習財団や株式会社とＮＰＯとの

共同体や書籍専門店があった。 

 

【図書館委員】 

 審査について、公明正大に実施した。評価した点数も教育委員会、文教委員

会、定例議会が終了の後報告する。 

 

【運協委員】 

 学識経験者はどういう視点で、質問や評価をしましたか。 

 

【図書館委員】 

 新たな図書館サービスの提供について、新しい事業提案の実現性、基本方針

の理解度、個人情報の取り扱いについて、厳格に質問した。 

 

【会長】 

 次に移ります。 

 

【図書館委員】 

 「（仮称）新宿区教育ビジョン素案の概要」ついて説明します。 

 平成 18年 12月の教育基本法の改正を受け、新宿区における教育振興基本計

画の検討をし、素案を策定した。このビジョンは教育基本法第 17条において努

力義務とされた、地方公共団体における教育の振興のための施策に関する基本

的な計画である「教育振興基本計画」として位置づけした。また、本ビジョン

における「具体的な取り組み」は地方教育行政の組織及び運営に関する法律第

27条において義務付けられた教育委員会の点検・評価の対象として位置づけ、

教育における計画行政の仕組みとして推進する。合わせて「新宿区基本構想・

総合計画」を踏まえ、「実行計画」との整合性を図りながら策定する。計画期

間として「教育目標」と「３つの柱と 14の課題」ついて概ね 10年とした。図

書館に関する記述部分は「課題８ 地域の知の拠点としての図書館の充実」で

す。基本施策は「読書がはぐくむ豊かなライフワークづくり」と「子ども読書

活動の推進」の 2つです。これからこの素案についてパブリックコメントを 10

月 25日から 1ヶ月実施し、さらに地域説明会の実施や関係団体から意見を伺い、

ビジョンの策定を目指したい。 

 

【会長】 



 意見がある方はどうぞ。 

 

【運協委員】 

 「子ども読書活動の推進」で学校図書館から、中央図書館に対し、要望が出

ていると聞いたがどんなものか。 

 

【図書館委員】 

 全校の担当教諭の研修会で意見交換をした。その際、各学校での読書活動の

推進に対する取り組みに対し、非常に温度差を感じた。津久戸小の取り組みを

モデルに努力しているが十分ではない。図書館資料が十分でないということな

ので、団体貸出の充実で不足分のフォローを考えている。 

 また学校図書館が常時開館できない問題は、来年度以降図書館司書を派遣し

て具体的活用で解決していきたい。各学校図書館の蔵書等のシステムについて

は、今後の大きな課題として捕らえている。 

 

【会長】 

 教育基本法をもとにビジョンをつくるということは、基本学力の向上や公共

精神の高揚、地域・学校・家庭との連携、伝統文化を大切に、国際貢献などが

盛りこまれると思いますがどうですか、また新宿の伝統文化の再発見もありま

すね。 

 

【図書館委員】 

 新宿区全体では地域を愛する心に力を入れている、また国際性も豊かなので

図書館でも地域性や特色ある伝統文化の収集に努力することでフォローができ

ると考えます。 

 

【会長】 

 では「LPレコードの貸出について」説明をおねがいします。 

 

【図書館委員】 

 LPレコードについては、平成 17年 3月の「区立図書館サービスの基本的な

あり方について」の提言でも、貸出を終了させる検討をする必要があるとの記

述があり、種々検討を重ねてきたところです。貸出件数は 18年度 365件、19

年度 97件、20年度は半年で 40件と減少傾向です。今後は貸出を停止し、鑑賞

席を充実させ、視聴を中心に運営していきたい。 

 



【会長】 

 意見がありましたら、どうぞ。 

 

【運協委員】 

 レコードは古くなってきているので、当然の流れと理解できる。貸出のほか、

保存についてはどう考えるのか。アーカイブスはどうか。 

 

【図書館委員】 

 保存については、課題があるが、アーカイブスも含めて努力したい。レコー

ドから CDへの移行を積極的に行っている。 

 

【運協委員】 

 意見ですが、音源として、他のメディアへ移行させて保存することも検討し

たらどうか。 

 

【図書館委員】 

 他のメディアへの移行は図書館としては難しい。カセットテープについても

CD化（デイジー図書）への移行が、ボランティアの方々の協力を得、少しづつ

だが進んでいる。点字図書館もカセットテープの作製を縮小していると聞いて

いる。地域資料のアーカイブスについては、主に歴史博物館で実施している。 

 

【運協委員】  

 レコードが懐かしい。専用席が少ないのが残念。少数のマニアックな利用者

は扱いが丁寧だと思う。ＣＤだと粗末に扱うこともあるがレコードだと大切に

する。 

 

【運協委員】 

 ＤＶＤを地域の施設で観たいがプロジェクターがなくて観られない。プロジ

ェクターの貸し出しはしないのか。 

 

【事務局】 

 ＤＶＤの場合、著作権付きと上映権付きの作品でないと図書館で映写できな

い。 

 多数の方が図書館以外で一度に観る手段としては現時点では 16ミリフイルム

しかないので、図書館としてはプロジェクターの準備はしていません。 

 



【運協委員】 

 某放送局の放映した「図書館を考える」という番組をコピーしたものを有志

の方々へお観せしたいと思ったのでプロジェクターがあればということですが。 

 

【事務局】 

 コピーしたものを個人で観る意外は、著作権は放送局にあるので、放映の許

諾が必要になると思います。少し視点が違いますが、こども図書館でも絵本の

表紙を活用する場合でも作者と出版社に許諾の申請をし、許可を得て活用して

います。余談ですが図書館で購入しているＤＶＤは著作権付きですので市販の

ものより割高です。 

 ものによっては３～4倍するものもあって、利用者の方が誤って破損した場合

の弁償の際、びっくりすることがある。 

 

【運協委員】 

 私の学校でも授業用のものが 3割増しで、寄贈品でも著作権付きでないと扱

えないことで苦労している。人格権と財産権について使用する側からだけの論

理のみだと難しい。 

 

【会長】 

 著作権については、歴史的にみるとあいまいな部分があった。特に図書館の

運営はどこも大変だった。新宿区立図書館ではレコードの貸出を中止にし、館

内鑑賞を中心に行う方向で対応する事を確認しますが、区民・利用者の聞く権

利を保障することも考慮してください。次に事務局からの報告をお願い致しま

す。 

 

【事務局】 

 特別休館についてです。9月の中旬から、12月中旬までの予定で全区立図書

館の全図書館資料にＩＣタグの貼付しながら、特別図書整理を併せて実施する

ため、各館とも例年より、資料のとおり少し多く休館をする予定で進めている。

また、中央図書館と戸山図書館は工事を行うことから 1月中旬から 2月 2日ま

で（中央図書館）、12月上旬から 2月 2日まで（戸山図書館）の予定で休館す

る。中央図書館は 4階の視聴覚関連を 3階に移し、ワンストップカウンターに

することで、開館時間の 1時間の拡大や資料の互換性を高めることで利用者の

利便性の向上を図る。その際、一緒にセキュリティゲートの設置やインターネ

ットが活用できる利用者用パソコンを設置しながら、３階一般室のレイアウト



変更を実施する。利用者の不便を少しでも解消するため、休館日である１月５

日（月）と１５日（木）は開館する。 

 戸山図書館は、併設している戸山生涯学習館の１階ホール部分のアスベスト

除去工事のため約２ヶ月間休館せざるを得ないので、その間職員を他の図書館

に臨時に勤務させる。 

 

【図書館委員】 

 特別図書整理では例年２０００冊ほどの不明本がある。ＩＣタグを貼付する

ことで 100%とはいかないが、かなりの縮減が図れると思う。自動貸出機は匿名

性を高める効果がある。インターネット活用利用者パソコンはフィルターをか

け、有料サイトにはアクセスできない処理をする予定。 

 

【運協委員】 

 インターネットパソコンの利用時間は 

 

【図書館委員】 

 一回 30分を予定している。 

 

【運協委員】 

 多くの利用者に利用してもらうには、短くても良いのではないか、まだ運営

状況が判らないので、始まってから軌道修正をしても良いと思う。 

 

【図書館委員】 

 皆様方からのご要望を聞きながら、検討していきたい。 

 

【会長】 

 では本日の議題は終了します。２月の新しくなった中央図書館を見学しなが

ら、開催したいと思います。日程調整してお知らせいたします。 


